
「（仮）みやぎで暮らす！女性応援ポータルサイト」制作業務企画提案募集要領 

 

 「（仮）みやぎで暮らす！女性応援ポータルサイト」制作業務（以下「本業務」という。）

を委託するにあたり，公募型プロポーザル方式により，優れた提案及び能力を有し最も適格

と判断される事業者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

第１ 募集事項 

１ 業 務 名  

「（仮）みやぎで暮らす！女性応援ポータルサイト」制作業務 

２ 業務目的  

本県では，大学，短期大学などを卒業し，就職する若年女性の半数近くが県外に

転出しており，県内の定着を促進する必要がある。このため，若年女性が本県で働

き暮らしやすい環境づくりを推進し，個性や能力を十分に発揮し活躍する女性を応

援するため，女性の活躍に関する情報を一元的・効果的に発信するためのポータル

サイト（以下「ウェブサイト」という。）を制作し，情報発信の強化を図る。 

３ 業務内容 

別紙「業務仕様書」のとおり 

４ 契約期間 

契約締結日から令和５年３月３１日（金）まで 

 ５ 事業費（委託上限額） 

金９，５６０，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

第２ 応募資格 

企画提案に応募できる者に必要な資格は，以下のとおりとする。 

１ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

であること。 

２ 企画提案参加申込者の属する地方公共団体の地方税並びに消費税及び地方消費税を 

滞納していない者であること。 

３ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされ 

ていない者（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

４ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされ 

ていない者（民事再生法に基づく再生計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

５ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）に 

該当しない者であること。 

６ 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に該 

当しないこと。 

７ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）別表各号に規定する 



措置要件に該当しない者であること。 

８ 上記１～７までを満たす１事業者を代表とする複数事業者による共同提案による 

 参加も可能とするが，その場合は全事業者が上記１～７までを満たさなければならな 

い。 

また，県は代表者のみと委託契約を行うため，その他参加者については，代表者との

委託契約（宮城県との関係においては再委託に該当）により業務を行うこと。その場合

においては，本業務全体の進行管理及びとりまとめ等は代表者の責任において行うも

のとする。 

 

第３ スケジュール（予定を含む） 

内   容 期   間 

１.企画提案募集開始 令和４年７月１３日（水） 

２.質問受付期限 令和４年７月２１日（木）午後５時まで（必着） 

３.質問回答 令和４年７月２５日（月）予定 

４.企画提案への参加申込期限 令和４年８月１日（月）午後５時まで（必着） 

５.企画提案書の提出期限 令和４年８月１９日（金）午後３時まで(必着) 

６.企画提案書の選考 令和４年８月下旬 

７.選定結果の通知及び公表 令和４年８月下旬 

８.契約手続き 令和４年８月下旬 

 

第４ 応募手続 

１ 企画提案募集に関する公告 

本業務の企画提案募集については，令和４年７月１３日（水）から宮城県出納局契約

課及び宮城県環境生活部共同参画社会推進課のホームページ上で公告する。 

２ 企画提案書作成等に関する質問の受付 

企画提案書作成等に関する質問を以下のとおり受け付ける。ただし，企画提案書の具

体的な記載内容及び評価基準についての質問は，公平性の確保及び公正な選考の観点

から一切回答しないこととする。 

（１）受付期限 令和４年７月２１日（木）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 

① 指定様式 質問書（様式第１号）を用いること。 

② 提出方法 電子メールにより提出すること。 

③ 提 出 先 宮城県環境生活部共同参画社会推進課男女共同参画推進班 

電子メール：danjyo@pref.miyagi.lg.jp 



④ 電話など口頭による質問や受付期間外の質問に対して回答しない。 

（３）回答方法 

質問に対する回答は，令和４年７月２５日（月）を目処に宮城県共同参画社会推

進課ホームページ上に掲載する。ただし，質問又は回答の内容が特定の質問者の具

体的な提案事項に密接に関わる場合は当該質問者にのみ回答する。また，質問の内

容によっては回答しない場合もある。 

 ３ 企画提案への参加申込 

（１）受付期限 令和４年８月１日（月）午後５時まで（必着） 

（２）提出方法 

① 指定様式  

イ 企画提案参加申込書（様式第２号）：１部 

ロ 企画提案応募条件に係る宣誓書（様式第３号）：１部 

② 提出方法 持参又は郵送により提出すること。 

③ 提 出 先 宮城県環境生活部共同参画社会推進課男女共同参画推進班 

④ 注意事項 企画提案を行おうとする者は，上記（２）①イ，ロの書類を（１）の 

期限までに提出すること。 

 

４ 企画提案書等の提出 

次のとおり企画提案書等関係書類（以下「企画提案書等」という。）を提出すること。 

（１）提出期限 令和４年８月１９日（金）午後３時まで（必着） 

（２）提出方法 持参し直接提出，又は郵送（配達証明付き郵便に限る）による提出と 

する。 

なお，封筒には「企画提案参加申込書在中」と朱書きすること。 

（３）提出先 宮城県環境生活部共同参画社会推進課男女共同参画推進班 

〒980－8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（県行政庁舎１３階） 

ＴＥＬ：022（211）2568  ＦＡＸ：022（211）2392 

（４）提出書類 

① 企画提案書（任意様式。Ａ４判，カラー）１０部 

  企画提案書は，別紙「企画提案書の構成」により作成すること。 

② 同種・類似業務の受託実績（様式第４号）１０部 

 ・官民を問わず，これまで実施した代表的な事業があれば記載すること。 

 ・過去２年以内に国や自治体から受注した代表的な事業があれば記載すること。 

    ・事業内容がわかる資料を併せて添付することも可能とする。 

③ 業務経費積算書（様式第５号）１０部 

④ 業務工程表（作業スケジュール）（任意様式）１０部 

 



（５）提案にあたっての留意事項 

① 提出された書類は，提出後の差し替え，変更及び取り消しは認めない。 

② この企画提案書等の応募に係るすべての経費は，すべて企画提案者の負担とし， 

提出された書類は返却しない。 

③ 提出した企画提案書等に関する著作権等については，当該企画提案者に帰属す 

る。ただし，選定委員会の審査に必要な範囲において，提出書類の複製を制作する 

ことがある。 

④ 企画提案書等が選定され，当該業務について宮城県との委託契約が成立した後 

は，提出した企画提案書等に関する著作権等は宮城県に帰属する。 

 

第５ 評価・選定方法 

１ 業務委託候補者の選定方法 

県が設置する選定委員会において，企画提案書及びプレゼンテーションの総合評価

により審査し，各委員の評価点の平均が満点の６割以上となった事業者のうち，１位を

つけた委員数が多い提案者から順に順位を決定する。 

また，採点の結果，１位をつけた委員が同数いる場合は，各委員の評価点を合計した

点数が最も高い提案者を業務委託候補者として選定する。 

なお，提案者が多数の場合は，予め提出書類による予備審査を行った上で上位５者程

度のみで企画提案書及びプレゼンテーションによる本審査を行う。 

ただし，新型コロナウイルス感染症等の影響により，企画提案者が出席しての選定委

員会の開催が困難と判断した場合，ＷＥＢ会議システム（Zoom ミーティング）を利用

し，プレゼンテーション及び質疑応答を実施する。 

 

２ 選定 

（１）実 施 日  令和４年８月下旬 予定※実施日時は別途連絡する。 

（２）実施会場 宮城県行政庁舎内会議室（仙台市青葉区本町三丁目８番１号）（予 

定） 

（３）実施方法 

イ 出席者は１提案につき３名以内とする。 

ロ １応募者あたりの持ち時間は２５分程度（説明１５分以内，質疑応答１０分 

程度）とし，後日連絡する時間配分・時間割により行うものとする。  

ハ 事前に提出された書類に基づいてプレゼンテーションを行うこととし，追加  

 資料の配付は原則として認めない。 

ニ プロジェクター等の使用を希望する場合は企画提案書を提出する際に申し出 

 ること。 

（４）応募者が多数の場合の取扱い 



応募者が多数の場合は，事前提出書類による審査の上，上位者のみによるプレ

ゼンテーション審査を行うものとする。 

（５）提案者が１者又はない場合の取扱い 

提案者が１者の場合も審査を行い，１に記載の選定方法により，業務を適切に

実施できると判断される場合は，受託者候補として選定する。 

なお，業務を適切に実施できないと判断される場合又は企画提案者がない場合

は，再度，企画提案者を募集する。 

（６）選定結果の通知方法，結果に対する質問方法等 

選定結果については，後日，企画提案者全てに文書で通知する。 

なお，審査・選定結果に関する質問には応じない。 

（７）選定結果の公表方法・内容 

審査終了後，全ての企画提案者の名称及び評価点等を公表する。 

ただし，選定された業務委託候補者以外は，個別の評価点が特定できないよう配

慮する。 

 

第６ 評価基準 

  次の審査項目及び配点（合計１００点）により行うものとする。 

区分 配点 
合計 

評価項目 着眼点 配点 

適切性・ 

有効性 

10点 事業内容の

理解 

委託業務の内容を十分理解した上で，

企画が作成されているか。 

5点 

関連性 県ＨＰの仕様を理解し，責任分担につ

いて理解できているか。 

5点 

成果性 70点 ウェブサイ

トの制作 

若年女性が興味や親しみを持ちやす

く，見やすいデザインとなっているか。 

15点 

スマートフォンやタブレットでも見や

すいデザインとなっているか。 

5点 

ウェブサイトの運営・更新（メンテナン

ス）等について省力的かつ低廉な費用

で構築がされているか。 

10点 

専門知識を有さない者でも容易に情報

の登録や編集ができるものとなってい

るか。 

5点 

掲載コンテ

ンツの提案 

宮城の魅力頁の記事内容，コンテンツ

は若年女性の関心を引きつける内容と

なっているか。 

5点 

企業・女性ロールモデルの取材方法や

インタビューの要点等具体的な提案が

されているか。また，女性ロールモデル

10点 



の選定基準，範囲等は適切か。 

独自提案企

画 

他の情報媒体やイベントなどの連携に

より相乗効果を高め，閲覧数の増加を

図る提案はあるか。 

20点 

実現可能

性 

20点 事業計画 スケジュールが計画的であり，実現可

能な提案であるか。 

5点 

実施体制 業務を実施するに当たり，適切な体制

がとられているか。 

5点 

費用効果 積算費用の妥当性（提案内容との整合

性） 

10点 

合計 100点    

 

第７ 失格事由 

１ 次のいずれかに該当する場合は，応募者を失格とする。 

（１）「第２ 応募資格」に違反した場合 

（２）提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難又は文意が不明で 

ある場合 

（３）本要領等の規定に従っていない場合 

（４）同一の事業者が２つ以上の企画提案書を提出した場合 

（５）企画提案書等提出後，物品調達等に係る競争入札の参加資格等に関する規程に基 

づく資格制限を受けた場合 

（６）企画提案書等提出後，宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日 

施行。）別表各号に該当すると認められたとき 

（７）企画提案に関する手続の公正な執行を妨げ，又は不正の利用を得るために連合し 

た団体等が提出した場合 

（８）民法（明治２９年法律第８９号）第９０条（公序良俗），第９３条（心理留保）， 

第９４条（虚偽表示）又は第９５条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

２ その他 

（１）企画提案を取り下げる場合は，速やかに「取下願」（様式第６号）を提出するこ 

と。 

（２）取下願の提出があった場合も，既に提出された書類は返却しない。 

（３）企画提案書等の再提出は認めない。 

（４）審査は提出された企画提案書等により行うが，企画提案書等の受付後，提案内容 

について説明を求めることがある。 

 

 

 



第８ 提出関係書類の様式 

    別添のとおり 

 

第９ その他必要な事項 

１ 業者選定後の取扱い 

本企画提案書等に係る契約については，次により行う。 

（１）受託者の決定 

選定委員会において決定した委託候補者を優先交渉者とし，地方自治法施行令第

１６７条の２第１項第２号の規定に基づく随意契約を行うため，優先交渉者から見

積書を徴収し，予定価格の範囲内において契約を締結する。ただし，特別な理由によ

り委託候補者と契約締結ができない場合は，他の提案者のうち順位が上位の者から

順に契約交渉を行うものとし，最終的に交渉が成立した提案者を受託者とする。 

（２）契約書の作成 

県と受託者で協議した上で契約書を作成する。 

（３）支払条件 

支払方法は，原則として業務完了後に支払うものとし，前金払は行わないこととす

る。 

（４）その他契約に関する事項 

県は，業務の委託に際して，選定された企画提案書等の内容をもとに別紙「業務仕

様書」に記載されている事項を基本とするが，企画提案の内容を基に加除修正し，最

終的な業務仕様書として提示することができるものとする。 

２ 契約に関する条件等 

（１）成果品の利用（二次利用等） 

本事業による成果品の著作権は県に帰属するものとするほか，県は，本事業の成果

品を，自ら使用するために必要な範囲において，随時利用できるものとする。また，

関係機関への提供など，二次的な利用も可能なように対応すること。 

（２）機密の保持 

受注者（再委託により受託した者を含む。以下同じ。）は，本事業を通じて知り得

た情報を機密情報として扱い，契約の目的以外に利用し，又は第三者に提供してはな

らない。また，本業務に関して知り得た情報の漏えい，滅失，き損の防止，その他適

正な管理のために必要な措置を講じなければならない。契約終了後もまた同様とす

る。 

（３）個人情報の保護 

受注者は，本業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合は，県個人情報保護条例

（平成８年宮城県条例第２７号）を遵守しなければならない。 

 



３ その他 

（１）提出書類等の作成及び企画提案において，使用する言語，通貨及び単位は，日本 

語，日本円，日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に限る。 

（２）提出された書類等は返却しない。 

（３）提出された書類等は，原則として，提出後の差替え，変更及び取消は認めない。 

（４）企画提案に要する費用は，すべて提案者の負担とする。 

（５）企画提案に参加する事業者が企画提案を公正に執行することが困難であると認 

めるときは，本公募型プロポーザル方式による実施を延期又は取り止めることが 

ある。 

（６）提出された書類等は，行政文書となるため，情報公開条例（平成１１年宮城県条 

例第１０号）による開示請求があった場合，個人情報や企業情報などの非開示部分 

を除き，開示する場合がある。 

（７）県は，本プロポーザルに関する公表及びその他必要と県が認めるときは，提案書 

を無償で使用することができるものとする。 

 

 

  



別紙 

企画提案書の構成 

 企画提案書は，次のⅠ及びⅡの項目を必ず含むものとし，この順で構成すること。 

 

Ⅰ 表紙 

  「委託業務名」，「事業者名」，「住所」，「代表者名」，「担当者名（所属，職，氏名）及び

「連絡先（電話番号，ファクシミリ番号，電子メールアドレス）」を記載すること。 

 

Ⅱ 本文 

 １ 企画の意図 

２ ウェブサイトの制作 

（１）ウェブサイトのイメージ（スマートフォン含む）及びコンセプト 

（２）各コンテンツのイメージ及び更新領域 

 ３ 各コンテンツの制作 

  （１）宮城の魅力ページ 

・ページコンセプト，デザイン 

・作業分担 

・メンテナンス，後年度費用見積 

  （２）企業紹介 

・コンテンツデザイン 

・更新データ作成方法，データアップロード方法 

・作業分担 

・メンテナンス，後年度費用見積 

  （３）女性紹介 

   ・紹介する女性の対照範囲，選出要件 

   ・コンテンツデザイン，取材方法・要点 

   ・更新データ作成方法，データアップロード方法 

   ・作業分担 

・メンテナンス，後年度費用見積 

  （４）女性応援施策紹介 

   ・コンテンツデザイン 

   ・更新データの作成方法，データアップロード方法 

   ・作業分担 

・メンテナンス，後年度費用見積 

  （５）お知らせ 

   ・コンテンツデザイン 



   ・更新データの作成方法，データアップロード方法 

   ・作業分担 

   ・メンテナンス，後年度費用見積 

 ４ 独自提案 

   ・提案の理由，狙い及び効果 

   ・デザイン 

   ・更新データの作成方法，データアップロード方法 

   ・作業分担 

・メンテナンス，後年度費用見積 

 ５ 包括的事項 

   ・本業務における提案者の強み，独自の創意工夫のポイント 

   ・メンテナンス，後年度費用見積（全体） 

 ６ 事業の実施体制 

   ・本事業を実施するに当たっての体制の詳細を記載すること。 


